
最高裁判所 契約監視委員会 議事概要 

 

開 催 日 及 び 場 所 令和７年１月 2９日（水） 最高裁判所中会議室 

委 員 委員長 野 澤 正 充（立教大学法学部教授） 

委 員 山 内 久 光（弁護士） 

委 員 佐々木   伸（元会社員） 

対 象 期 間 令和６年４月２日～令和６年９月３０日 

契 約 の 現 状 等 の 説 明 令和６年度上半期における契約状況について 

個別審議案件（５件） 契 約 件 名：令和 6 年度子宮がん検診及び乳がん検診業務委託

（単価契約）  

契 約 金 額：1,405,415 円 

契約締結日：令和 6 年 5 月 30 日 

契 約 方 式：一般競争入札 

契 約 庁：最高裁判所 

契 約 件 名：令和６年度司法修習生考試の大阪会場借用等業務  

契 約 金 額：15,527,363 円 

契約締結日：令和 6 年 7 月 23 日 

契 約 方 式：一般競争入札 

契 約 庁：最高裁判所 

契 約 件 名：裁判事務支援システムの法改正等対応改修業務  

契 約 金 額：25,520,000 円 

契約締結日：令和 6 年 7 月 1 日 

契 約 方 式：一般競争入札 

契 約 庁：最高裁判所 

契 約 件 名：ウェブセキュリティサービスの提供業務（令和７

年度運用開始分）  

契 約 金 額：89,548,800 円 

契約締結日：令和 6 年 9 月 2 日 

契 約 方 式：一般競争入札 

契 約 庁：最高裁判所 

契 約 件 名：裁判所の保有する情報システムのセキュリティ監

査等 

契 約 金 額：1,430,000 円 

契約締結日：令和 6 年 5 月 31 日 

契 約 方 式：一般競争入札 

契 約 庁：最高裁判所 



委員からの意見・質問

等、それに対する回答

等 

別紙のとおり 

次 回 抽 出 委 員 の 指 定 佐々木委員を次回委員会における審議案件抽出委員に指定 

委 員 会 に よ る 意 見 の 

具 申 又 は 勧 告 の 内 容 

なし 

そ の 他 次回委員会の開催日は、追って日程調整する旨、確認した。 

なお、開催方法については、言及していない。 

 

  



（別紙） 

意 見 ・ 質 問 回 答 等 

１ 個別審議案件 

 

⑴  令和 6年度子宮がん検診及び乳がん検

診業務委託（単価契約） 

 

(問) 入札参加者の入札価格に開きがある

ようだが、原因等あるのか。 

 

 

 

(問) 昨年の落札業者が参加していないよ

うだが、履行等の問題があったのか。 

 

(問) 業者が多く存在していると思われる

が、なぜ入札参加業者が少ないのか。 

 

 

⑵ 令和６年度司法修習生考試の大阪会場

借用等業務 

 

(問) 考試の時期が１１月から３月に変更

になっているが、業者の参加について

影響があったのか分析等しているの

か。  

 

(問) 入札参加者が少ないが、仕様に対応

できる業者が複数者いることについ

て、調査等しているのか。 

 

 

(問) 過去に現在の会場以外を借用したこ

とはあるのか。 

 

(問) 現在の会場の利用に関して、支障が

生じていることや問題点等あるのか。 

 

 

 

 

 

(答) 診療報酬点数表に基づく調査の内容

は、自由診療であることから入札参加

者が、それぞれ算出しているため、開

きが生じている。 

 

(答) 特に問題はなかった。 

 

 

(答) 競争を働かせるために声掛けしてい

るものの、断られる場合もある。今後、

理由等を聴取し、検討していきたい。 

 

 

 

 

(答) 分析等は行っていない。  

 

 

 

 

(答) 調査はしている。なお、考試期間が

長いので、１日でも埋まっているため

に対応できないと断られることがあ

る。 

 

(答) 平成２０年及び平成２１年は別の会

場を借用したことがある。 

 

(答) 支障等は生じていない。 

 



⑶ 裁判事務支援システムの法改正等対応

改修業務 

 

(問) 一者入札であるところ、参考見積価

格と入札価格と乖離があるが、理由等

を把握しているのか。 

 

 

 

 

⑷ ウェブセキュリティサービスの提供業務

（令和７年度運用開始分） 

 

(問) 総合評価落札方式の技術点はどのよ

うなものか。 

 

 

(問) 技術点は低いものの、価格点が高く、

結果として総合評価点が最も高くな

った場合、落札者となる場合はあるの

か。 

 

(意見) 入札参加者間で技術点に２倍以上

の差がついているが、価格があと少

し低ければ価格点が高くなり、落札

者が逆転する可能性もあったので

ないか。単純に質的なもので競争入

札は難しいかもしれないが、技術点

の足切りを工夫するなど、検討の余

地はないのか。 

 

(意見) 技術点が低い入札参加者でも、基

礎点項目は満たしているので、技術

的には問題ないが、加点が高いとこ

ろは、加点事由に沿うような提案が

なされているものである。技術点や

価格点の差が大きいこともあるが、

 

 

 

(答) 参考見積価格は、一般的な市場価格

として徴取しているもので、入札価格

とは性質が異なるものである。  

   なお、参考見積価格は、デジタル専

門人材ともその内容を確認し、適正な

市場価格として判断したものである。 

 

 

 

 

(答) 技術点は基礎点項目と加点項目で構

成されており、前者は、全て満たさな

いと入札参加ができない。 

 

(答) 落札者となる場合がある。 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競争性のある入札で、価格点と技術

点と合わせて総合評価を行う仕組

みであるので問題ないのではない

か。 

 

⑸ 裁判所の保有する情報システムのセキュ

リティ監査等 

 

意見なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 


